
第１章 総 則

(目 的)

第１条 この法律は､ 国及び独立行政法人等の諸活動

や歴史的事実の記録である公文書等が､ 健全な民主

主義の根幹を支える国民共有の知的資源として､ 主

権者である国民が主体的に利用し得るものであるこ

とにかんがみ､ 国民主権の理念にのっとり､ 公文書

等の管理に関する基本的事項を定めること等により､

行政文書等の適正な管理､ 歴史公文書等の適切な保

存及び利用等を図り､ もって行政が適正かつ効率的

に運営されるようにするとともに､ 国及び独立行政

法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に

説明する責務が全うされるようにすることを目的と

する｡

(定 義)

第２条 この法律において ｢行政機関｣ とは､ 次に掲

げる機関をいう｡

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関 (内閣

府を除く｡) 及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 内閣府､ 宮内庁並びに内閣府設置法 (平成11年

法律第89号) 第49条第１項及び第２項に規定する

機関 (これらの機関のうち第４号の政令で定める

機関が置かれる機関にあっては､ 当該政令で定め

る機関を除く｡)

三 国家行政組織法 (昭和23年法律第120号) 第３条

第２項に規定する機関 (第５号の政令で定める機

関が置かれる機関にあっては､ 当該政令で定める

機関を除く｡)

四 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法

(昭和22年法律第70号) 第16条第２項の機関並びに

内閣府設置法第40条及び第56条 (宮内庁法第18条

第１項において準用する場合を含む｡) の特別の機

関で､ 政令で定めるもの

五 国家行政組織法第８条の２の施設等機関及び同

法第８条の３の特別の機関で､ 政令で定めるもの

六 会計検査院

２ この法律において ｢独立行政法人等｣ とは､ 独立

行政法人通則法 (平成11年法律第103号) 第２条第１

項に規定する独立行政法人及び別表第１に掲げる法

人をいう｡

３ この法律において ｢国立公文書館等｣ とは､ 次に

掲げる施設をいう｡

一 独立行政法人国立公文書館 (以下 ｢国立公文書

館｣ という｡) の設置する公文書館

二 行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であっ

て､ 前号に掲げる施設に類する機能を有するもの

として政令で定めるもの

４ この法律において ｢行政文書｣ とは､ 行政機関の

職員が職務上作成し､ 又は取得した文書 (図画及び

電磁的記録 (電子的方式､ 磁気的方式その他人の知
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覚によっては認識することができない方式で作られ

た記録をいう｡ 以下同じ｡) を含む｡ 第19条を除き､

以下同じ｡) であって､ 当該行政機関の職員が組織的

に用いるものとして､ 当該行政機関が保有している

ものをいう｡ ただし､ 次に掲げるものを除く｡

一 官報､ 白書､ 新聞､ 雑誌､ 書籍その他不特定多

数の者に販売することを目的として発行されるも

の

二 特定歴史公文書等

三 政令で定める研究所その他の施設において､ 政

令で定めるところにより､ 歴史的若しくは文化的

な資料又は学術研究用の資料として特別の管理が

されているもの (前号に掲げるものを除く｡)

５ この法律において ｢法人文書｣ とは､ 独立行政法

人等の役員又は職員が職務上作成し､ 又は取得した

文書であって､ 当該独立行政法人等の役員又は職員

が組織的に用いるものとして､ 当該独立行政法人等

が保有しているものをいう｡ ただし､ 次に掲げるも

のを除く｡

一 官報､ 白書､ 新聞､ 雑誌､ 書籍その他不特定多

数の者に販売することを目的として発行されるも

の

二 特定歴史公文書等

三 政令で定める博物館その他の施設において､ 政

令で定めるところにより､ 歴史的若しくは文化的

な資料又は学術研究用の資料として特別の管理が

されているもの (前号に掲げるものを除く｡)

四 別表第２の上欄に掲げる独立行政法人等が保有

している文書であって､ 政令で定めるところによ

り､ 専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして､

同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと区分さ

れるもの

６ この法律において ｢歴史公文書等｣ とは､ 歴史資

料として重要な公文書その他の文書をいう｡

７ この法律において ｢特定歴史公文書等｣ とは､ 歴

史公文書等のうち､ 次に掲げるものをいう｡

一 第８条第１項の規定により国立公文書館等に移

管されたもの

二 第11条第４項の規定により国立公文書館等に移

管されたもの

三 第14条第４項の規定により国立公文書館の設置

する公文書館に移管されたもの

四 法人その他の団体 (国及び独立行政法人等を除

く｡ 以下 ｢法人等｣ という｡) 又は個人から国立公

文書館等に寄贈され､ 又は寄託されたもの

８ この法律において ｢公文書等｣ とは､ 次に掲げる

ものをいう｡

一 行政文書

二 法人文書

三 特定歴史公文書等

(他の法令との関係)

第３条 公文書等の管理については､ 他の法律又はこ

れに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか､

この法律の定めるところによる｡

第２章 行政文書の管理

第１節 文書の作成

第４条 行政機関の職員は､ 第１条の目的の達成に資

するため､ 当該行政機関における経緯も含めた意思

決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業

の実績を合理的に跡付け､ 又は検証することができ

るよう､ 処理に係る事案が軽微なものである場合を

除き､ 次に掲げる事項その他の事項について､ 文書

を作成しなければならない｡

一 法令の制定又は改廃及びその経緯

二 前号に定めるもののほか､ 閣議､ 関係行政機関

の長で構成される会議又は省議 (これらに準ずる

ものを含む｡) の決定又は了解及びその経緯

三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関

若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及

びその経緯

四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

五 職員の人事に関する事項

第２節 行政文書の整理等

(整 理)

第５条 行政機関の職員が行政文書を作成し､ 又は取

得したときは､ 当該行政機関の長は､ 政令で定める

ところにより､ 当該行政文書について分類し､ 名称

を付するとともに､ 保存期間及び保存期間の満了す

る日を設定しなければならない｡

２ 行政機関の長は､ 能率的な事務又は事業の処理及

び行政文書の適切な保存に資するよう､ 単独で管理

することが適当であると認める行政文書を除き､ 適

時に､ 相互に密接な関連を有する行政文書 (保存期

間を同じくすることが適当であるものに限る｡) を一
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の集合物 (以下 ｢行政文書ファイル｣ という｡) にま

とめなければならない｡

３ 前項の場合において､ 行政機関の長は､ 政令で定

めるところにより､ 当該行政文書ファイルについて

分類し､ 名称を付するとともに､ 保存期間及び保存

期間の満了する日を設定しなければならない｡

４ 行政機関の長は､ 第１項及び前項の規定により設

定した保存期間及び保存期間の満了する日を､ 政令

で定めるところにより､ 延長することができる｡

５ 行政機関の長は､ 行政文書ファイル及び単独で管

理している行政文書 (以下 ｢行政文書ファイル等｣

という｡) について､ 保存期間 (延長された場合にあっ

ては､ 延長後の保存期間｡ 以下同じ｡) の満了前ので

きる限り早い時期に､ 保存期間が満了したときの措

置として､ 歴史公文書等に該当するものにあっては

政令で定めるところにより国立公文書館等への移管

の措置を､ それ以外のものにあっては廃棄の措置を

とるべきことを定めなければならない｡

(保 存)

第６条 行政機関の長は､ 行政文書ファイル等につい

て､ 当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する

日までの間､ その内容､ 時の経過､ 利用の状況等に

応じ､ 適切な保存及び利用を確保するために必要な

場所において､ 適切な記録媒体により､ 識別を容易

にするための措置を講じた上で保存しなければなら

ない｡

２ 前項の場合において､ 行政機関の長は､ 当該行政

文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければな

らない｡

(行政文書ファイル管理簿)

第７条 行政機関の長は､ 行政文書ファイル等の管理

を適切に行うため､ 政令で定めるところにより､ 行

政文書ファイル等の分類､ 名称､ 保存期間､ 保存期

間の満了する日､ 保存期間が満了したときの措置及

び保存場所その他の必要な事項 (行政機関の保有す

る情報の公開に関する法律 (平成11年法律第42号｡

以下 ｢行政機関情報公開法｣ という｡) 第５条に規定

する不開示情報に該当するものを除く｡) を帳簿 (以

下 ｢行政文書ファイル管理簿｣ という｡) に記載しな

ければならない｡ ただし､ 政令で定める期間未満の

保存期間が設定された行政文書ファイル等について

は､ この限りでない｡

２ 行政機関の長は､ 行政文書ファイル管理簿につい

て､ 政令で定めるところにより､ 当該行政機関の事

務所に備えて一般の閲覧に供するとともに､ 電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法により公表しなければならない｡

(移管又は廃棄)

第８条 行政機関の長は､ 保存期間が満了した行政文

書ファイル等について､ 第５条第５項の規定による

定めに基づき､ 国立公文書館等に移管し､ 又は廃棄

しなければならない｡

２ 行政機関 (会計検査院を除く｡ 以下この項､ 第４

項､ 次条第３項､ 第10条第３項､ 第30条及び第31条

において同じ｡) の長は､ 前項の規定により､ 保存期

間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとす

るときは､ あらかじめ､ 内閣総理大臣に協議し､ そ

の同意を得なければならない｡ この場合において､

内閣総理大臣の同意が得られないときは､ 当該行政

機関の長は､ 当該行政文書ファイル等について､ 新

たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しな

ければならない｡

３ 行政機関の長は､ 第１項の規定により国立公文書

館等に移管する行政文書ファイル等について､ 第16

条第１項第１号に掲げる場合に該当するものとして

国立公文書館等において利用の制限を行うことが適

切であると認める場合には､ その旨の意見を付さな

ければならない｡

４ 内閣総理大臣は､ 行政文書ファイル等について特

に保存の必要があると認める場合には､ 当該行政文

書ファイル等を保有する行政機関の長に対し､ 当該

行政文書ファイル等について､ 廃棄の措置をとらな

いように求めることができる｡

(管理状況の報告等)

第９条 行政機関の長は､ 行政文書ファイル管理簿の

記載状況その他の行政文書の管理の状況について､

毎年度､ 内閣総理大臣に報告しなければならない｡

２ 内閣総理大臣は､ 毎年度､ 前項の報告を取りまと

め､ その概要を公表しなければならない｡

３ 内閣総理大臣は､ 第１項に定めるもののほか､ 行

政文書の適正な管理を確保するために必要があると

認める場合には､ 行政機関の長に対し､ 行政文書の

管理について､ その状況に関する報告若しくは資料

の提出を求め､ 又は当該職員に実地調査をさせるこ

とができる｡

４ 内閣総理大臣は､ 前項の場合において歴史公文書
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等の適切な移管を確保するために必要があると認め

るときは､ 国立公文書館に､ 当該報告若しくは資料

の提出を求めさせ､ 又は実地調査をさせることがで

きる｡

(行政文書管理規則)

第10条 行政機関の長は､ 行政文書の管理が第４条か

ら前条までの規定に基づき適正に行われることを確

保するため､ 行政文書の管理に関する定め (以下

｢行政文書管理規則｣ という｡) を設けなければなら

ない｡

２ 行政文書管理規則には､ 行政文書に関する次に掲

げる事項を記載しなければならない｡

一 作成に関する事項

二 整理に関する事項

三 保存に関する事項

四 行政文書ファイル管理簿に関する事項

五 移管又は廃棄に関する事項

六 管理状況の報告に関する事項

七 その他政令で定める事項

３ 行政機関の長は､ 行政文書管理規則を設けようと

するときは､ あらかじめ､ 内閣総理大臣に協議し､

その同意を得なければならない｡ これを変更しよう

とするときも､ 同様とする｡

４ 行政機関の長は､ 行政文書管理規則を設けたとき

は､ 遅滞なく､ これを公表しなければならない｡ こ

れを変更したときも､ 同様とする｡

第３章 法人文書の管理

(法人文書の管理に関する原則)

第11条 独立行政法人等は､ 第４条から第６条までの

規定に準じて､ 法人文書を適正に管理しなければな

らない｡

２ 独立行政法人等は､ 法人文書ファイル等 (能率的

な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に

資するよう､ 相互に密接な関連を有する法人文書を

一の集合物にまとめたもの並びに単独で管理してい

る法人文書をいう｡ 以下同じ｡) の管理を適切に行う

ため､ 政令で定めるところにより､ 法人文書ファイ

ル等の分類､ 名称､ 保存期間､ 保存期間の満了する

日､ 保存期間が満了したときの措置及び保存場所そ

の他の必要な事項 (独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律 (平成13年法律第140号｡ 以下

｢独立行政法人等情報公開法｣ という｡) 第５条に規

定する不開示情報に該当するものを除く｡) を帳簿

(以下 ｢法人文書ファイル管理簿｣ という｡) に記載

しなければならない｡ ただし､ 政令で定める期間未

満の保存期間が設定された法人文書ファイル等につ

いては､ この限りでない｡

３ 独立行政法人等は､ 法人文書ファイル管理簿につ

いて､ 政令で定めるところにより､ 当該独立行政法

人等の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに､

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法により公表しなければならな

い｡

４ 独立行政法人等は､ 保存期間が満了した法人文書

ファイル等について､ 歴史公文書等に該当するもの

にあっては政令で定めるところにより国立公文書館

等に移管し､ それ以外のものにあっては廃棄しなけ

ればならない｡

５ 独立行政法人等は､ 前項の規定により国立公文書

館等に移管する法人文書ファイル等について､ 第16

条第１項第２号に掲げる場合に該当するものとして

国立公文書館等において利用の制限を行うことが適

切であると認める場合には､ その旨の意見を付さな

ければならない｡

(管理状況の報告等)

第12条 独立行政法人等は､ 法人文書ファイル管理簿

の記載状況その他の法人文書の管理の状況について､

毎年度､ 内閣総理大臣に報告しなければならない｡

２ 内閣総理大臣は､ 毎年度､ 前項の報告を取りまと

め､ その概要を公表しなければならない｡

(法人文書管理規則)

第13条 独立行政法人等は､ 法人文書の管理が前２条

の規定に基づき適正に行われることを確保するため､

第10条第２項の規定を参酌して､ 法人文書の管理に

関する定め (以下 ｢法人文書管理規則｣ という｡) を

設けなければならない｡

２ 独立行政法人等は､ 法人文書管理規則を設けたと

きは､ 遅滞なく､ これを公表しなければならない｡

これを変更したときも､ 同様とする｡

第４章 歴史公文書等の保存､ 利用等

(行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等

の保存及び移管)

第14条 国の機関 (行政機関を除く｡ 以下この条にお

いて同じ｡) は､ 内閣総理大臣と協議して定めるとこ
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ろにより､ 当該国の機関が保有する歴史公文書等の

適切な保存のために必要な措置を講ずるものとする｡

２ 内閣総理大臣は､ 前項の協議による定めに基づき､

歴史公文書等について､ 国立公文書館において保存

する必要があると認める場合には､ 当該歴史公文書

等を保有する国の機関との合意により､ その移管を

受けることができる｡

３ 前項の場合において､ 必要があると認めるときは､

内閣総理大臣は､ あらかじめ､ 国立公文書館の意見

を聴くことができる｡

４ 内閣総理大臣は､ 第2項の規定により移管を受けた

歴史公文書等を国立公文書館の設置する公文書館に

移管するものとする｡

(特定歴史公文書等の保存等)

第15条 国立公文書館等の長 (国立公文書館等が行政

機関の施設である場合にあってはその属する行政機

関の長､ 国立公文書館等が独立行政法人等の施設で

ある場合にあってはその施設を設置した独立行政法

人等をいう｡ 以下同じ｡) は､ 特定歴史公文書等につ

いて､ 第25条の規定により廃棄されるに至る場合を

除き､ 永久に保存しなければならない｡

２ 国立公文書館等の長は､ 特定歴史公文書等につい

て､ その内容､ 保存状態､ 時の経過､ 利用の状況等

に応じ､ 適切な保存及び利用を確保するために必要

な場所において､ 適切な記録媒体により､ 識別を容

易にするための措置を講じた上で保存しなければな

らない｡

３ 国立公文書館等の長は､ 特定歴史公文書等に個人

情報 (生存する個人に関する情報であって､ 当該情

報に含まれる氏名､ 生年月日その他の記述等により

特定の個人を識別することができるもの (他の情報

と照合することができ､ それにより特定の個人を識

別することができることとなるものを含む｡) をいう｡)

が記録されている場合には､ 当該個人情報の漏えい

の防止のために必要な措置を講じなければならない｡

４ 国立公文書館等の長は､ 政令で定めるところによ

り､ 特定歴史公文書等の分類､ 名称､ 移管又は寄贈

若しくは寄託をした者の名称又は氏名､ 移管又は寄

贈若しくは寄託を受けた時期及び保存場所その他の

特定歴史公文書等の適切な保存を行い､ 及び適切な

利用に資するために必要な事項を記載した目録を作

成し､ 公表しなければならない｡

(特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い)

第16条 国立公文書館等の長は､ 当該国立公文書館等

において保存されている特定歴史公文書等について

前条第４項の目録の記載に従い利用の請求があった

場合には､ 次に掲げる場合を除き､ これを利用させ

なければならない｡

一 当該特定歴史公文書等が行政機関の長から移管

されたものであって､ 当該特定歴史公文書等に次

に掲げる情報が記録されている場合

イ 行政機関情報公開法第５条第１号に掲げる情

報

ロ 行政機関情報公開法第５条第２号又は第６号

イ若しくはホに掲げる情報

ハ 公にすることにより､ 国の安全が害されるお

それ､ 他国若しくは国際機関との信頼関係が損

なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との

交渉上不利益を被るおそれがあると当該特定歴

史公文書等を移管した行政機関の長が認めるこ

とにつき相当の理由がある情報

ニ 公にすることにより､ 犯罪の予防､ 鎮圧又は

捜査､ 公訴の維持､ 刑の執行その他の公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると

当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長

が認めることにつき相当の理由がある情報

二 当該特定歴史公文書等が独立行政法人等から移

管されたものであって､ 当該特定歴史公文書等に

次に掲げる情報が記録されている場合

イ 独立行政法人等情報公開法第５条第１号に掲

げる情報

ロ 独立行政法人等情報公開法第５条第２号又は

第４号イからハまで若しくはトに掲げる情報

三 当該特定歴史公文書等が国の機関 (行政機関を

除く｡) から移管されたものであって､ 当該国の機

関との合意において利用の制限を行うこととされ

ている場合

四 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一

定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人

から寄贈され､ 又は寄託されたものであって､ 当

該期間が経過していない場合

五 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供するこ

とにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ず

るおそれがある場合又は当該特定歴史公文書等を

保存する国立公文書館等において当該原本が現に

使用されている場合
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２ 国立公文書館等の長は､ 前項に規定する利用の請

求 (以下 ｢利用請求｣ という｡) に係る特定歴史公文

書等が同項第１号又は第２号に該当するか否かにつ

いて判断するに当たっては､ 当該特定歴史公文書等

が行政文書又は法人文書として作成又は取得されて

からの時の経過を考慮するとともに､ 当該特定歴史

公文書等に第８条第３項又は第11条第５項の規定に

よる意見が付されている場合には､ 当該意見を参酌

しなければならない｡

３ 国立公文書館等の長は､ 第１項第１号から第４号

までに掲げる場合であっても､ 同項第１号イからニ

まで若しくは第２号イ若しくはロに掲げる情報又は

同項第３号の制限若しくは同項第４号の条件に係る

情報が記録されている部分を容易に区分して除くこ

とができるときは､ 利用請求をした者に対し､ 当該

部分を除いた部分を利用させなければならない｡ た

だし､ 当該部分を除いた部分に有意の情報が記録さ

れていないと認められるときは､ この限りでない｡

(本人情報の取扱い)

第17条 国立公文書館等の長は､ 前条第１項第１号イ

及び第２号イの規定にかかわらず､ これらの規定に

掲げる情報により識別される特定の個人 (以下この

条において ｢本人｣ という｡) から､ 当該情報が記録

されている特定歴史公文書等について利用請求があっ

た場合において､ 政令で定めるところにより本人で

あることを示す書類の提示又は提出があったときは､

本人の生命､ 健康､ 生活又は財産を害するおそれが

ある情報が記録されている場合を除き､ 当該特定歴

史公文書等につきこれらの規定に掲げる情報が記録

されている部分についても､ 利用させなければなら

ない｡

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第18条 利用請求に係る特定歴史公文書等に国､ 独立

行政法人等､ 地方公共団体､ 地方独立行政法人及び

利用請求をした者以外の者 (以下この条において

｢第三者｣ という｡) に関する情報が記録されている

場合には､ 国立公文書館等の長は､ 当該特定歴史公

文書等を利用させるか否かについての決定をするに

当たって､ 当該情報に係る第三者に対し､ 利用請求

に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める

事項を通知して､ 意見書を提出する機会を与えるこ

とができる｡

２ 国立公文書館等の長は､ 第三者に関する情報が記

録されている特定歴史公文書等の利用をさせようと

する場合であって､ 当該情報が行政機関情報公開法

第５条第１号ロ若しくは第２号ただし書に規定する

情報又は独立行政法人等情報公開法第５条第１号ロ

若しくは第２号ただし書に規定する情報に該当する

と認めるときは､ 利用させる旨の決定に先立ち､ 当

該第三者に対し､ 利用請求に係る特定歴史公文書等

の名称その他政令で定める事項を書面により通知し

て､ 意見書を提出する機会を与えなければならない｡

ただし､ 当該第三者の所在が判明しない場合は､ こ

の限りでない｡

３ 国立公文書館等の長は､ 特定歴史公文書等であっ

て第16条第１項第１号ハ又はニに該当するものとし

て第８条第３項の規定により意見を付されたものを

利用させる旨の決定をする場合には､ あらかじめ､

当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長に対

し､ 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他

政令で定める事項を書面により通知して､ 意見書を

提出する機会を与えなければならない｡

４ 国立公文書館等の長は､ 第１項又は第２項の規定

により意見書を提出する機会を与えられた第三者が

当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意

思を表示した意見書を提出した場合において､ 当該

特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をするとき

は､ その決定の日と利用させる日との間に少なくと

も２週間を置かなければならない｡ この場合におい

て､ 国立公文書館等の長は､ その決定後直ちに､ 当

該意見書 (第21条第２項第２号において ｢反対意見

書｣ という｡) を提出した第三者に対し､ 利用させる

旨の決定をした旨及びその理由並びに利用させる日

を書面により通知しなければならない｡

(利用の方法)

第19条 国立公文書館等の長が特定歴史公文書等を利

用させる場合には､ 文書又は図画については閲覧又

は写しの交付の方法により､ 電磁的記録については

その種別､ 情報化の進展状況等を勘案して政令で定

める方法により行う｡ ただし､ 閲覧の方法により特

定歴史公文書等を利用させる場合にあっては､ 当該

特定歴史公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあ

ると認めるときその他正当な理由があるときに限り､

その写しを閲覧させる方法により､ これを利用させ

ることができる｡

(手数料)
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第20条 写しの交付により特定歴史公文書等を利用す

る者は､ 政令で定めるところにより､ 手数料を納め

なければならない｡

２ 前項の手数料の額は､ 実費の範囲内において､ で

きる限り利用しやすい額とするよう配慮して､ 国立

公文書館等の長が定めるものとする｡

(異議申立て及び公文書管理委員会への諮問)

第21条 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不

作為について不服がある者は､ 国立公文書館等の長

に対し､ 行政不服審査法 (昭和37年法律第160号) に

よる異議申立てをすることができる｡

２ 前項の異議申立てがあったときは､ 当該異議申立

てを受けた国立公文書館等の長は､ 次の各号のいず

れかに該当する場合を除き､ 公文書管理委員会に諮

問しなければならない｡

一 異議申立てが不適法であり､ 却下するとき｡

二 決定で､ 異議申立てに係る利用請求に対する処

分を取り消し又は変更し､ 当該異議申立てに係る

特定歴史公文書等の全部を利用させることとする

とき｡ ただし､ 当該異議申立てに係る特定歴史公

文書等の利用について反対意見書が提出されてい

るときを除く｡

(独立行政法人等情報公開法及び情報公開・個人情

報保護審査会設置法の準用)

第22条 独立行政法人等情報公開法第19条及び第20条

並びに情報公開・個人情報保護審査会設置法 (平成1

5年法律第60号) 第９条から第16条までの規定は､ 前

条の規定による異議申立てについて準用する｡ この

場合において､ 独立行政法人等情報公開法第19条中

｢前条第２項｣ とあるのは ｢公文書等の管理に関する

法律 (以下 ｢公文書管理法｣ という｡) 第21条第２項｣

と､ ｢独立行政法人等｣ とあるのは ｢公文書管理法第

15条第１項に規定する国立公文書館等の長｣ と､ 同

条第２号中 ｢開示請求者 (開示請求者が｣ とあるの

は ｢利用請求 (公文書管理法第16条第２項に規定す

る利用請求をいう｡ 以下同じ｡) をした者 (利用請求

をした者が｣ と､ 同条第３号中 ｢開示決定等につい

て反対意見書｣ とあるのは ｢利用請求に対する処分

について公文書管理法第18条第４項に規定する反対

意見書｣ と､ 独立行政法人等情報公開法第20条中

｢第14条第３項｣ とあるのは ｢公文書管理法第18条第

４項｣ と､ 同条第１号中 ｢開示決定｣ とあるのは

｢利用させる旨の決定｣ と､ 同条第２号中 ｢開示決定

等｣ とあるのは ｢利用請求に対する処分｣ と､ ｢法人

文書を開示する｣ とあるのは ｢特定歴史公文書等

(公文書管理法第２条第７項に規定する特定歴史公文

書等をいう｡ 以下この号において同じ｡) を利用させ

る｣ と､ ｢法人文書の開示｣ とあるのは ｢特定歴史公

文書等を利用させること｣ と､ 情報公開・個人情報

保護審査会設置法第９条から第16条までの規定中

｢審査会｣ とあるのは ｢公文書管理委員会｣ と､ 同法

第９条第１項中 ｢諮問庁｣ とあるのは ｢諮問庁 (公

文書等の管理に関する法律 (以下 ｢公文書管理法｣

という｡) 第21条第２項の規定により諮問をした公文

書管理法第15条第１項に規定する国立公文書館等の

長をいう｡ 以下この条において同じ｡)｣ と､ ｢行政文

書等又は保有個人情報の提示｣ とあるのは ｢特定歴

史公文書等 (公文書管理法第２条第７項に規定する

特定歴史公文書等をいう｡ 以下同じ｡) の提示｣ と､

｢行政文書等又は保有個人情報の開示｣ とあるのは

｢特定歴史公文書等の開示｣ と､ 同条第３項中 ｢行政

文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含

まれている情報｣ とあるのは ｢特定歴史公文書等に

記録されている情報｣ と､ 同条第４項中 ｢不服申立

て｣ とあるのは ｢異議申立て｣ と､ ｢､ 不服申立人｣

とあるのは ｢､ 異議申立人｣ と､ ｢不服申立人等｣ と

あるのは ｢異議申立人等｣ と､ 同法第10条から第13

条までの規定中 ｢不服申立人等｣ とあるのは ｢異議

申立人等｣ と､ 同法第10条第２項及び第16条中 ｢不

服申立人｣ とあるのは ｢異議申立人｣ と､ 同法第12

条中 ｢行政文書等又は保有個人情報｣ とあるのは

｢特定歴史公文書等｣ と読み替えるものとする｡

(利用の促進)

第23条 国立公文書館等の長は､ 特定歴史公文書等

(第16条の規定により利用させることができるものに

限る｡) について､ 展示その他の方法により積極的に

一般の利用に供するよう努めなければならない｡

(移管元行政機関等による利用の特例)

第24条 特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又

は独立行政法人等が国立公文書館等の長に対してそ

れぞれその所掌事務又は業務を遂行するために必要

であるとして当該特定歴史公文書等について利用請

求をした場合には､ 第16条第１項第１号又は第２号

の規定は､ 適用しない｡

(特定歴史公文書等の廃棄)

第25条 国立公文書館等の長は､ 特定歴史公文書等と
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して保存されている文書が歴史資料として重要でな

くなったと認める場合には､ 内閣総理大臣に協議し､

その同意を得て､ 当該文書を廃棄することができる｡

(保存及び利用の状況の報告等)

第26条 国立公文書館等の長は､ 特定歴史公文書等の

保存及び利用の状況について､ 毎年度､ 内閣総理大

臣に報告しなければならない｡

２ 内閣総理大臣は､ 毎年度､ 前項の報告を取りまと

め､ その概要を公表しなければならない｡

(利用等規則)

第27条 国立公文書館等の長は､ 特定歴史公文書等の

保存､ 利用及び廃棄が第15条から第20条まで及び第2

3条から前条までの規定に基づき適切に行われること

を確保するため､ 特定歴史公文書等の保存､ 利用及

び廃棄に関する定め (以下 ｢利用等規則｣ という｡)

を設けなければならない｡

２ 利用等規則には､ 特定歴史公文書等に関する次に

掲げる事項を記載しなければならない｡

一 保存に関する事項

二 第20条に規定する手数料その他一般の利用に関

する事項

三 特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は

独立行政法人等による当該特定歴史公文書等の利

用に関する事項

四 廃棄に関する事項

五 保存及び利用の状況の報告に関する事項

３ 国立公文書館等の長は､ 利用等規則を設けようと

するときは､ あらかじめ､ 内閣総理大臣に協議し､

その同意を得なければならない｡ これを変更しよう

とするときも､ 同様とする｡

４ 国立公文書館等の長は､ 利用等規則を設けたとき

は､ 遅滞なく､ これを公表しなければならない｡ こ

れを変更したときも､ 同様とする｡

第５章 公文書管理委員会

(委員会の設置)

第28条 内閣府に､ 公文書管理委員会 (以下 ｢委員会｣

という｡) を置く｡

２ 委員会は､ この法律の規定によりその権限に属さ

せられた事項を処理する｡

３ 委員会の委員は､ 公文書等の管理に関して優れた

識見を有する者のうちから､ 内閣総理大臣が任命す

る｡

４ この法律に規定するもののほか､ 委員会の組織及

び運営に関し必要な事項は､ 政令で定める｡

(委員会への諮問)

第29条 内閣総理大臣は､ 次に掲げる場合には､ 委員

会に諮問しなければならない｡

一 第２条第１項第４号若しくは第５号､ 第３項第

２号､ 第４項第３号若しくは第５項第３号若しく

は第４号､ 第５条第１項若しくは第３項から第５

項まで､ 第７条､ 第10条第２項第７号､ 第11条第

２項から第４項まで､ 第15条第４項､ 第17条､ 第1

8条第１項から第３項まで､ 第19条又は第20条第１

項の政令の制定又は改廃の立案をしようとすると

き｡

二 第10条第３項､ 第25条又は第27条第３項の規定

による同意をしようとするとき｡

三 第31条の規定による勧告をしようとするとき｡

(資料の提出等の求め)

第30条 委員会は､ その所掌事務を遂行するため必要

があると認める場合には､ 関係行政機関の長又は国

立公文書館等の長に対し､ 資料の提出､ 意見の開陳､

説明その他必要な協力を求めることができる｡

第６章 雑 則

(内閣総理大臣の勧告)

第31条 内閣総理大臣は､ この法律を実施するため特

に必要があると認める場合には､ 行政機関の長に対

し､ 公文書等の管理について改善すべき旨の勧告を

し､ 当該勧告の結果とられた措置について報告を求

めることができる｡

(研 修)

第32条 行政機関の長及び独立行政法人等は､ それぞ

れ､ 当該行政機関又は当該独立行政法人等の職員に

対し､ 公文書等の管理を適正かつ効果的に行うため

に必要な知識及び技能を習得させ､ 及び向上させる

ために必要な研修を行うものとする｡

２ 国立公文書館は､ 行政機関及び独立行政法人等の

職員に対し､ 歴史公文書等の適切な保存及び移管を

確保するために必要な知識及び技能を習得させ､ 及

び向上させるために必要な研修を行うものとする｡

(組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のた

めの措置)

第33条 行政機関の長は､ 当該行政機関について統合､

廃止等の組織の見直しが行われる場合には､ その管
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理する行政文書について､ 統合､ 廃止等の組織の見

直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管

理が行われることが確保されるよう必要な措置を講

じなければならない｡

２ 独立行政法人等は､ 当該独立行政法人等について

民営化等の組織の見直しが行われる場合には､ その

管理する法人文書について､ 民営化等の組織の見直

しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理

が行われることが確保されるよう必要な措置を講じ

なければならない｡

(地方公共団体の文書管理)

第34条 地方公共団体は､ この法律の趣旨にのっとり､

その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策

を策定し､ 及びこれを実施するよう努めなければな

らない｡

附 則

(施行期日)

第１条 この法律は､ 公布の日から起算して２年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行する｡

ただし､ 次の各号に掲げる規定は､ 当該各号に定め

る日から施行する｡

一 第５章 (第29条第２号及び第３号を除く｡) の規

定､ 附則第10条中内閣府設置法第37条第２項の表

の改正規定及び附則第11条第３項の規定 公布の

日から起算して１年を超えない範囲内において政

令で定める日

二 附則第９条の規定 行政不服審査法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律 (平成21年法律

第 号) の公布の日又はこの法律の公布の日の

いずれか遅い日

(特定歴史公文書等に関する経過措置)

第２条 この法律の施行の際現に国立公文書館等が保

存する歴史公文書等については､ 特定歴史公文書等

とみなす｡

(行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等

の保存及び移管に関する経過措置)

第３条 この法律の施行前に次条の規定による改正前

の国立公文書館法 (平成11年法律第79号) 第15条第

１項の規定に基づく協議による国の機関 (行政機関

を除く｡) と内閣総理大臣との定めは､ 第14条第１項

の規定に基づく協議による定めとみなす｡

(国立公文書館法の一部改正)

第４条 国立公文書館法の一部を次のように改正する｡

目次中

｢第３章 国の機関の保管に係る公文書等の保存のた

めに必要な措置

第４章 国立公文書館における公文書等の利用 (第1

6条)

を ｢附則｣ に改める｡

第１条中 ｢公文書館法 (昭和62年法律第115号)｣

を ｢公文書館法 (昭和62年法律第115号) 及び公文書

等の管理に関する法律 (平成21年法律第66号)｣ に､

｢業務の範囲､ 国の機関の保管に係る公文書等の保存

のために必要な措置等｣ を ｢業務の範囲等に関する

事項｣ に､ ｢独立行政法人国立公文書館又は国の機関

の保管に係る歴史資料として重要な公文書等｣ を

｢歴史公文書等｣ に改める｡

第２条を次のように改める｡

(定 義)

第２条 この法律において ｢歴史公文書等｣ とは､

公文書等の管理に関する法律第２条第６項に規定

する歴史公文書等をいう｡

２ この法律において ｢特定歴史公文書等｣ とは､

公文書等の管理に関する法律第２条第７項に規定

する特定歴史公文書等のうち､ 独立行政法人国立

公文書館 (以下 ｢国立公文書館｣ という｡) の設置

する公文書館に移管され､ 又は寄贈され､ 若しく

は寄託されたものをいう｡

第４条中 ｢独立行政法人国立公文書館 (以下 ｢国

立公文書館｣ という｡)｣ を ｢国立公文書館｣ に､ ｢第

15条第４項の規定により移管を受けた歴史資料とし

て重要な公文書等｣ を ｢特定歴史公文書等｣ に､ ｢国

立公文書館又は国の機関の保管に係る歴史資料とし

て重要な公文書等｣ を ｢歴史公文書等｣ に改める｡

第７条第３項中 ｢前項｣ を ｢前２項｣ に改め､ 同

項を同条第４項とし､ 同条第２項の次に次の一項を

加える｡

３ 政府は､ 必要があると認めるときは､ 前項の規

定にかかわらず､ 土地又は建物その他の土地の定

着物 (第５項において ｢土地等｣ という｡) を出資

の目的として､ 国立公文書館に追加して出資する

ことができる｡

第７条に次の二項を加える｡

５ 政府が出資の目的とする土地等の価額は､ 出資
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の日現在における時価を基準として評価委員が評

価した価額とする｡

｢ 第３章 国の機関の保管に係る公文書等の保存の

ために必要な措置 (第15条)

第４章 国立公文書館における公文書等の利用

(第16条)

附則 ｣

６ 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要

な事項は､ 政令で定める｡

第11条を次のように改める｡

(業務の範囲)

第11条 国立公文書館は､ 第４条の目的を達成する

ため､ 次の業務を行う｡

一 特定歴史公文書等を保存し､ 及び一般の利用

に供すること｡

二 行政機関 (公文書等の管理に関する法律第２

条第１項に規定する行政機関をいう｡ 以下同じ｡)

からの委託を受けて､ 行政文書 (同法第５条第

５項の規定により移管の措置をとるべきことが

定められているものに限る｡) の保存を行うこと｡

三 歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の

収集､ 整理及び提供を行うこと｡

四 歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的

技術的な助言を行うこと｡

五 歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研

究を行うこと｡

六 歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を

行うこと｡

七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと｡

２ 国立公文書館は､ 前項の業務のほか､ 公文書等

の管理に関する法律第９条第４項の規定による報

告若しくは資料の徴収又は実地調査を行う｡

３ 国立公文書館は､ 前２項の業務のほか､ 前２項

の業務の遂行に支障のない範囲内で､ 次の業務を

行うことができる｡

一 内閣総理大臣からの委託を受けて､ 公文書館

法第７条に規定する技術上の指導又は助言を行

うこと｡

二 行政機関からの委託を受けて､ 行政文書 (公

文書等の管理に関する法律第５条第５項の規定

により移管又は廃棄の措置をとるべきことが定

められているものを除く｡) の保存を行うこと｡

第３章及び第４章を削る｡

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一

部改正)

第５条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律

の一部を次のように改正する｡

目次中 ｢第27条｣ を ｢第26条｣ に改める｡

第２条第２項第２号中 ｢公文書館｣ を ｢研究所｣

に､ ｢機関｣ を ｢施設｣ に改め､ ｢もの｣ の下に ｢(前

号に掲げるものを除く｡)｣ を加え､ 同号を同項第３

号とし､ 同項第１号の次に次の一号を加える｡

二 公文書等の管理に関する法律 (平成21年法律

第66号) 第２条第７項に規定する特定歴史公文

書等

第22条を削る｡

第23条第１項中 ｢できるよう｣ の下に ｢､ 公文書

等の管理に関する法律第７条第２項に規定するもの

のほか｣ を加え､ 第４章中同条を第22条とし､ 第24

条から第27条までを一条ずつ繰り上げる｡

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律の一部改正)

第６条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関す

る法律の一部を次のように改正する｡

目次中 ｢第26条｣ を ｢第25条｣ に改める｡

第２条第２項第３号を同項第４号とし､ 同項第２

号中 ｢公文書館｣ を ｢博物館｣ に改め､ ｢もの｣ の下

に ｢(前号に掲げるものを除く｡)｣ を加え､ 同号を同

項第３号とし､ 同項第１号の次に次の一号を加える｡

二 公文書等の管理に関する法律 (平成21年法律

第66号) 第２条第７項に規定する特定歴史公文

書等

第23条を削る｡

第24条第１項中 ｢できるよう｣ の下に ｢､ 公文書

等の管理に関する法律第11条第３項に規定するもの

のほか｣ を加え､ 第５章中同条を第23条とし､ 第25

条を第24条とし､ 第26条を第25条とする｡

(刑事訴訟法の一部改正)

第７条 刑事訴訟法 (昭和23年法律第131号) の一部を

次のように改正する｡

第53条の２に次の二項を加える｡

訴訟に関する書類については､ 公文書等の管理

に関する法律 (平成21年法律第66号) 第２章の規

定は､ 適用しない｡ この場合において､ 訴訟に関

する書類についての同法第４章の規定の適用につ
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いては､ 同法第14条第１項中 ｢国の機関 (行政機

関を除く｡ 以下この条において同じ｡)｣ とあり､

及び同法第16条第１項第３号中 ｢国の機関 (行政

機関を除く｡)｣ とあるのは､ ｢国の機関｣ とする｡

押収物については､ 公文書等の管理に関する法

律の規定は､ 適用しない｡

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す

る法律の一部改正)

第８条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に

関する法律 (平成15年法律第59号) の一部を次のよ

うに改正する｡

第２条第３項中 ｢同項第３号｣ を ｢同項第４号｣

に改める｡

(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律の一部改正)

第９条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律の一部を次のように改正する｡

目次中 ｢第７条｣ を ｢第７条の２｣ に改める｡

第３章第１節に次の一条を加える｡

(公文書等の管理に関する法律の一部改正)

第７条の２ 公文書等の管理に関する法律 (平成21

年法律第66号) の一部を次のように改正する｡

第18条第４項中 ｢第21条第２項第２号｣ を ｢第2

1条第４項第２号｣ に改める｡

第21条及び第22条を次のように改める｡

(審査請求及び公文書管理委員会への諮問)

第21条 利用請求に対する処分又は利用請求に係る

不作為について不服がある者は､ 国立公文書館等

の長に対し､ 審査請求をすることができる｡

２ 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作

為に係る審査請求については､ 行政不服審査法

(平成21年法律第 号) 第８条､ 第16条､ 第23条､

第２章第３節及び第４節並びに第49条第２項の規

定は､ 適用しない｡

３ 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作

為に係る審査請求についての行政不服審査法第２

章の規定の適用については､ 同法第10条第２項中

｢第８条第１項の規定により指名された者 (以下

｢審理員｣ という｡)｣ とあるのは ｢第４条の規定に

より審査請求がされた行政庁 (第13条の規定によ

り引継ぎを受けた行政庁を含む｡ 以下 ｢審査庁｣

という｡)｣ と､ 同法第12条第１項及び第２項中

｢審理員｣ とあるのは ｢審査庁｣ と､ 同法第24条第

７項中 ｢あったとき､ 又は審理員から第39条に規

定する執行停止をすべき旨の意見書が提出された

とき｣ とあるのは ｢あったとき｣ と､ 同法第43条

中 ｢行政不服審査会等｣ とあるのは ｢公文書管理

委員会｣ と､ ｢受けたとき (前条第１項の規定によ

る諮問を要しない場合 (同項第２号又は第３号に

該当する場合を除く｡) にあっては審理員意見書が

提出されたとき､ 同項第２号又は第３号に該当す

る場合にあっては同項第２号又は第３号に規定す

る議を経たとき)｣ とあるのは ｢受けたとき｣ と､

同法第49条第１項第４号中 ｢審理員意見書又は行

政不服審査会等若しくは審議会等｣ とあるのは

｢公文書管理委員会｣ とする｡

４ 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作

為に係る審査請求があったときは､ 国立公文書館

等の長は､ 次の各号のいずれかに該当する場合を

除き､ 公文書管理委員会に諮問しなければならな

い｡

一 審査請求が不適法であり､ 却下する場合

二 裁決で､ 審査請求の全部を認容し､ 当該審査

請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させ

ることとする場合 (当該特定歴史公文書等の利

用について反対意見書が提出されている場合を

除く｡)

第22条 独立行政法人等情報公開法第19条第２項､

第20条及び第20条の２第１項から第５項までの規

定並びに行政不服審査法第４章第１節第２款の規

定は､ 前条第１項の規定による審査請求について

準用する｡ この場合において､ 独立行政法人等情

報公開法第19条第2項中 ｢前項｣ とあるのは ｢公文

書等の管理に関する法律 (以下 ｢公文書管理法｣

という｡) 第21条第４項｣ と､ ｢独立行政法人等｣

とあるのは ｢公文書管理法第15条第１項に規定す

る国立公文書館等の長｣ と､ 同項第２号中 ｢開示

請求者 (開示請求者が｣ とあるのは ｢利用請求

(公文書管理法第16条第２項に規定する利用請求を

いう｡ 以下同じ｡) をした者 (利用請求をした者が｣

と､ 同項第３号中 ｢法人文書の開示について反対

意見書｣ とあるのは ｢特定歴史公文書等 (公文書

管理法第２条第７項に規定する特定歴史公文書等

をいう｡ 以下同じ｡) の利用について公文書管理法

第18条第４項に規定する反対意見書｣ と､ 独立行

政法人等情報公開法第20条中 ｢第14条第３項｣ と
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あるのは ｢公文書管理法第18条第４項｣ と､ 同条

第１号中 ｢開示決定｣ とあるのは ｢利用させる旨

の決定｣ と､ 同条第２号中 ｢開示決定等｣ とある

のは ｢利用請求に対する処分｣ と､ ｢開示請求｣ と

あるのは ｢利用請求｣ と､ ｢法人文書｣ とあるのは

｢特定歴史公文書等｣ と､ ｢開示する旨｣ とあるの

は ｢利用させる旨｣ と､ ｢の開示｣ とあるのは ｢を

利用させること｣ と､ 独立行政法人等情報公開法

第20条の２第１項から第５項までの規定中 ｢審査

会｣ とあるのは ｢公文書管理委員会｣ と､ 同条第

１項及び第３項中 ｢法人文書｣ とあるのは ｢特定

歴史公文書等｣ と､ 同条第５項中 ｢次項｣ とある

のは ｢公文書管理法第22条｣ と､ ｢会長若しくは委

員｣ とあるのは ｢委員｣ と､ 行政不服審査法第66

条中 ｢審査会は､ 必要があると認める場合には｣

とあるのは ｢公文書等の管理に関する法律 (以下

｢公文書管理法｣ という｡) 第22条において読み替

えて準用する独立行政法人等の保有する情報の公

開に関する法律第20条の２第１項前段及び第３項

に定めるもののほか､ 公文書管理委員会は｣ と､

｢第42条第１項の規定により審査会に諮問をした審

査庁｣ とあるのは ｢公文書管理法第21条第４項の

規定により公文書管理委員会に諮問をした公文書

管理法第15条第１項に規定する国立公文書館等の

長｣ と､ 同法第67条から第71条までの規定中 ｢審

査会｣ とあるのは ｢公文書管理委員会｣ と､ 同法

第69条中 ｢会長又は委員に､ 第66条｣ とあるのは

｢委員に､ 公文書管理法第22条において読み替えて

準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に

関する法律第20条の２第１項前段の規定により提

示された公文書管理法第２条第７項に規定する特

定歴史公文書等を閲覧させ､ 公文書管理法第22条

において読み替えて準用する第66条｣ と､ ｢第67条

第１項本文｣ とあるのは ｢公文書管理法第22条に

おいて読み替えて準用する第67条第１項本文｣ と

読み替えるものとする｡

附則第１条ただし書を次のように改める｡

ただし､ 次の各号に掲げる規定は､ 当該各号に

定める日から施行する｡

一 第180条の規定 この法律の公布の日又は被用

者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保

険法等の一部を改正する法律の公布の日のいず

れか遅い日

二 第７条の２の規定 公文書等の管理に関する

法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日

(内閣府設置法の一部改正)

第10条 内閣府設置法の一部を次のように改正する｡

第４条第３項第39号の次に次の一号を加える｡

39の２ 公文書等 (公文書等の管理に関する法律

(平成21年法律第66号) 第２条第８項に規定するも

のをいう｡) の管理に関する基本的な政策の企画及

び立案並びに推進に関すること｡

第４条第３項第41号中 ｢前号｣ を ｢前２号｣ に､

｢歴史資料として重要な公文書その他の記録｣ を ｢公

文書等の管理に関する法律第２条第６項に規定する

歴史公文書等｣ に改める｡

第37条第２項の表中

を

に改める｡

(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)

第11条 この法律の施行の日が消費者庁設置法の施行

に伴う関係法律の整備に関する法律 (平成21年法律

第49号) の施行の日前である場合には､ 前条のうち､

内閣府設置法第４条第３項第39号の次に一号を加え

る改正規定中 ｢第４条第３項第39号｣ とあるのは

｢第４条第３項第41号｣ と､ ｢39の２｣ とあるのは ｢4

1の２｣ と､ 同項第41号の改正規定中 ｢第４条第３項

第41号｣ とあるのは ｢第４条第３項第43号｣ とする｡

２ 前項に規定する場合において､ 消費者庁設置法の

施行に伴う関係法律の整備に関する法律第２条のう

ち内閣府設置法第４条第３項の改正規定中 ｢同項第4

0号から第43号までを２号ずつ繰り上げ｣ とあるのは､

｢同項第40号を同項第38号とし､ 同項第41号を同項第

39号とし､ 同項第41号の２を同項第39号の２とし､

同項第42号を同項第40号とし､ 同項第43号を同項第4

1号とし｣ とする｡
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３ 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日が消費

者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法

律の施行の日前である場合には､ 前条のうち内閣府

設置法第37条第２項の表の改正規定中 ｢第37条第２

項｣ とあるのは､ ｢第37条第３項｣ とする｡

(総務省設置法の一部改正)

第12条 総務省設置法 (平成11年法律第91号) の一部

を次のように改正する｡

第25条第２項第１号中 ｢第23条第２項｣ を ｢第22

条第２項｣ に改め､ 同項第２号中 ｢第24条第２項｣

を ｢第23条第２項｣ に改める｡

(検 討)

第13条 政府は､ この法律の施行後５年を目途として､

この法律の施行の状況を勘案しつつ､ 行政文書及び

法人文書の範囲その他の事項について検討を加え､

必要があると認めるときは､ その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする｡

２ 国会及び裁判所の文書の管理の在り方については､

この法律の趣旨､ 国会及び裁判所の地位及び権能等

を踏まえ､ 検討が行われるものとする｡
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別表第１ (第２条関係)

名 称 根 拠 法

沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法 (昭和47年法律第31号)

株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫法 (平成19年法律第57号)

関西国際空港株式会社 関西国際空港株式会社法 (昭和59年法律第53号)

国立大学法人 国立大学法人法 (平成15年法律第112号)

大学共同利用機関法人 国立大学法人法

日本銀行 日本銀行法 (平成９年法律第89号)

日本司法支援センター 総合法律支援法 (平成16年法律第74号)

日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法 (平成９年法律第48号)

日本中央競馬会 日本中央競馬会法 (昭和29年法律第205号)

日本年金機構 日本年金機構法 (平成19年法律第109号)

農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法 (昭和48年法律第53号)

放送大学学園 放送大学学園法 (平成14年法律第156号)

預金保険機構 預金保険法 (昭和46年法律第34号)

別表第２ (第２条関係)

関西国際空港株式会社 一 関西国際空港及び関西国際空港株式会社法 (以下この

項において ｢株式会社法｣ という｡) 第６条第１項第２号

に規定する施設の設置 (これらの建設に係るものを除く｡)

及び管理の事業に係る業務

二 株式会社法第６条第１項第３号の政令で定める施設及

び同項第4号に規定する施設の管理の事業に係る業務

三 前２号に規定する事業に附帯する事業に係る業務

四 前３号に規定する事業に係る株式会社法第６条第１項

第６号に掲げる事業に係る業務

五 株式会社法第６条第２項に規定する事業に係る業務

日本私立学校振興・共済事業団 一 日本私立学校振興・共済事業団法 (以下この項におい

て ｢事業団法｣ という｡) 第23条第１項第６号から第８号

までに掲げる業務

二 事業団法第23条第２項に規定する業務

三 事業団法第23条第３項第１号及び第２号に掲げる業務
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平成21年６月10日

衆議院内閣委員会

公文書等の管理に関する法律案に対する附帯決議

政府は､ 本法の施行に当たっては､ 次の諸点につい

て適切な措置を講ずべきである｡

１ 公文書管理の改革は究極の行政改革であるとの認

識のもと､ 公文書管理の適正な運用を着実に実施し

ていくこと｡

２ 公文書等の管理に関する施策を総合的かつ一体的

に推進するための公文書管理担当機関の在り方につ

いて検討を行うこと｡

３ 行政文書の管理が適正に行われることを確保する

ため､ 一定の期間が経過した行政文書に関しその保

存期間満了前に一括して保管等の管理を行う制度

(いわゆる中間書庫の制度) を各行政機関に導入する

ことについて検討を行うこと｡

４ 国民に対する説明責任を果たすため､ 行政の文書

主義の徹底を図るという本法の趣旨にかんがみ､ 軽

微性を理由とした恣意的な運用のなされることのな

いよう､ 万全を期すること｡

５ 公文書管理と情報公開が車の両輪関係にあるもの

であることを踏まえ､ 両者の適切な連携が確保され

るよう万全を期すること｡

６ 公文書の適正な管理が､ 国民主権の観点から極め

て重要であることにかんがみ､ 公文書管理に関する

職員の意識改革及び能力向上のための研修並びに専

門職員の育成を計画的に実施すること｡ また､ 必要

な人員､ 施設及び予算を適正に確保すること｡

７ 既に民営化された行政機関や独立行政法人等が保

有する歴史資料として重要な文書について､ 適切に

国立公文書館等に移管されるよう積極的に対応する

こと｡

８ 国立公文書館等へ移管された特定歴史公文書等に

対する利用制限については､ 利用制限は原則として

三十年を超えないものとすべきとする ｢三十年原則｣

等の国際的動向・慣行を踏まえ､ 必要最小限のもの

とすること｡

９ 本法に基づく政令等の制定・改廃の過程及び公文

書の管理・利活用に関して､ 十分に公開し､ 多くの

専門的知見及び国民の意見が取り入れられる会を設

けること｡

10 特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱いにお

ける除外規定である本法第十六条に規定する ｢行政

機関の長が認めることにつき相当の理由｣ の有無の

判断に関しては､ 恣意性を排し､ 客観性を担保する

方策を検討すること｡

11 特定歴史公文書等の適切なデジタルアーカイブ化

を推進し､ 一般の利用を促進すること｡

12 公文書の電子化の在り方を含め､ 電子公文書の長

期保存のための十分な検討を行うこと｡

13 刑事訴訟に関する書類については､ 本法の規定の

適用の在り方を引き続き検討すること｡

14 一部の地方公共団体において公文書館と公立図書

館との併設を行っていることを踏まえ､ これを可能

とするための支援を検討すること｡

15 宮内庁書陵部及び外務省外交史料館においても､

公文書等について国立公文書館と共通のルールで適

切な保存､ 利活用が行われるよう本法の趣旨を徹底

すること｡
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平成21年６月23日

参議院内閣委員会

公文書等の管理に関する法律案に対する附帯決議

政府は､ 公文書等が､ 国民共有の知的資源であり､

その適切な管理､ 体系的な保存及び利用制度の整備が､

国の基本的な責務・機能であるとともに､ 将来の発展

への基盤であることを深く認識して､ 本法の施行に当

たっては､ 次の諸点について適切な措置を講ずべきで

ある｡

１､ 公文書管理の改革は究極の行政改革であるとの認

識のもと､ 公文書管理の適正な運用を着実に実施し

ていくこと｡

２､ 国民に対する説明責任を果たすため､ 行政の文書

主義の徹底を図るという本法の趣旨にかんがみ､ 外

交・安全保障分野も含む各般の政策形成過程の各段

階における意思決定に関わる記録を作成し､ その透

明化を図ること｡ また､ 軽微性を理由とした文書の

不作成が恣意的に行われないようにするとともに､

文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとし､ 作成後､

時間を経過した文書が不必要に廃棄されないように

すること｡

３､ 行政機関の政策決定並びに事務及び事業の実績を

合理的に跡付け､ 又は検証することができるように

するため､ 行政機関による委託事業に係る元データ

が確実に取得される仕組みを検討すること｡

４､ 行政文書の管理が適正に行われることを確保する

ため､ 作成から一定期間が経過した行政文書をその

保存期間満了前に一括して保管等の管理を行う制度

(いわゆる中間書庫の制度) の各行政機関への導入に

ついて検討を行うこと｡

５､ 保存期間の満了により廃棄される行政文書の量が

膨大なものであることを踏まえ､ 廃棄に係る行政文

書の内容の審査等に要する内閣総理大臣の補佐体制

を強化すること｡

６､ 公文書の管理・利活用に関する情報を十分に公開

し､ その在り方について多角的な専門的知見及び幅

広い国民の意見が取り入れられる機会を設けること｡

７､ 特定歴史公文書等の適切なデジタルアーカイブ化

を推進し､ 一般の利用を促進すること｡

８､ 公文書の電子化の在り方を含め､ セキュリティー

のガイドラインの策定､ フォーマットの標準化及び

原本性確保等の技術的研究を推進し､ 電子公文書の

長期保存のための十分な検討を行うこと｡

９､ 国立公文書館等へ移管された特定歴史公文書等に

対する利用制限については､ 利用制限は原則として

三十年を超えないものとすべきとする ｢三十年原則｣

等の国際的動向・慣行を踏まえ､ 必要最小限のもの

とすること｡

10､ 特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱いにお

ける除外規定である本法第十六条に規定する ｢行政

機関の長が認めることにつき相当の理由｣ の有無の

判断に関しては､ 恣意性を排し､ 客観性と透明性を

担保する方策を検討すること｡

11､ 宮内庁書陵部及び外務省外交史料館においても､

公文書等について国立公文書館と共通のルールで適

切な保存､ 利活用が行われるよう本法の趣旨を徹底

すること｡

12､ 本法に基づく政令等の制定・改廃に際しては､ 十

分に情報を公開し､ 多角的な専門的知見及び幅広い

国民の意見が取り入れられる機会を設けること｡

13､ 公文書の適正な管理が､ 国民主権の観点から極め

て重要であることにかんがみ､ 職員の公文書管理に

関する意識改革及び能力向上のための研修並びに専

門職員の育成を計画的に実施するとともに､ 専門職

員の資格制度の確立について検討を行うこと｡ また､

諸外国における公文書管理体制の在り方を踏まえ､

必要な人員､ 施設及び予算を適正に確保すること｡

14､ 既に民営化された行政機関や独立行政法人等が保

有する歴史資料として重要な文書について､ 適切に

国立公文書館等に移管されるよう積極的に対応する

こと｡ また､ 国民共有の知的資源を永く後世に伝え
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るため､ 特定歴史公文書等の保存・修復に万全を期

することができる体制を整備すること｡

15､ 本法の趣旨を踏まえて地方公共団体における公文

書管理の在り方の見直しを支援し､ また､ 国立公文

書館と地方公文書館との連携強化を図ること｡

16､ 一部の地方公共団体において公文書館と公立図書

館との併設を行っていることを考慮しつつ､ より多

くの公文書館が設置されることを可能とする環境の

整備について検討すること｡

17､ 刑事訴訟に関する書類については､ 本法の規定の

適用の在り方を引き続き検討すること｡

18､ 附則第十三条第一項に基づく検討については､ 行

政文書の範囲をより広げる方向で行うとともに､ 各

行政機関における公文書管理の状況を踏まえ､ 統一

的な公文書管理がなされるよう､ 公文書管理法制に

おける内閣総理大臣の権限及び公文書管理委員会の

在り方についても十分検討すること｡

19､ 公文書等の管理に関する施策を総合的かつ一体的

に推進するための司令塔として公文書管理に係る政

策の企画・立案及び実施を担当する部局及び機構の

在り方について検討を行うこと｡

20､ 行政機関のみならず三権の歴史公文書等の総合的

かつ一体的な管理を推進するため､ 国立公文書館の

組織の在り方について､ 独立行政法人組織であるこ

との適否を含めて､ 検討を行うこと｡

21､ 公文書管理と情報公開が車の両輪関係にあるもの

であることを踏まえ､ 両者が適正かつ円滑に実施さ

れるよう万全を期すること｡

右決議する｡
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